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人　口	 8243人	 減	 5人
　　男	 4139人	 減	 4人
　　女	 4104人	 減	 1人
世帯数	 4566世帯	 減	 3世帯

● 各地域の人口・世帯数
世帯数 男 女 人口計

三 　 根 2,099 1,943 1,839 3,782
大 賀 郷 1,531 1,346 1,368 2,714
樫 　 立 307 280 278 558
中 之 郷 402 382 399 781
末 　 吉 227 188 220 40810 月中の異動 転入ほか	 48 人（うち出生 3人）

転出ほか	 53 人（うち死亡 13人）

大人から子供まではつらつと　　　〜11月 3日（水）各小学校運動会〜
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広報はちじょう● INFOMATION　はちじょうトピックス

はちじょうトピックスはちじょうトピックスはちじょうトピックスはちじょうトピックス

　11月８日（月）に初心者向けのパソコン講習会が町役場大会議室で開催され、
12人が参加しました。初心者向け講習会の内容が「スイッチから始めよう」という
ことで、慣れないパソコンに悪戦苦闘していましたが、楽しみながらパソコンの操
作を勉強し、パソコンが上達していくのを実感しているようで、最後には満足そう
な表情を浮かべていました。

　10月５日（火）に行われた八丈町防災訓練では、多くの皆さん、防災関係機関が参加して実施することができました。今後
も、日ごろからの心がけで「そのとき」に備えましょう。
　防災行政無線個別受信機の乾電池は１年に１度交換してください。乾電池の液漏れによる故障が増えています。定期的な交
換をお願いします。

○自 治 功 労	 八洲　進・山下敦子・奥山智美	 ○建 設 功 労	 田中義盛
○社 会 福 祉 功 労	 笹本長利・浅沼まち子	 ○消 防 功 労	 浅沼　裕
○教 育 功 労	 簾田豊三・宮城いづみ	 ○社 会 教 育 功 労	 沖山　操
○観 光 功 労	 淺沼　好・菊池　清	 ○運 輸 功 労	 秋田　捷
○農 林 水 産 功 労	 沖山義和・菊池高志・佐々木光貴・佐々木保成・石田成仁　	
○中小企業発達功労	 沖山光男・奥山　勳・中田　宏・芝野雅一・淺沼幹男
○感 謝 状	 千葉健彦・菊池孔子	 （順不同・敬称略）

　平成22年度八丈町表彰式が、10月22日（金）に大賀郷公民館で行われ、長年各分野で活躍し、八丈町の発展に貢献された23
人の方が表彰されました。また、八丈町文化の発展に貢献された方に、感謝状が贈呈されました。

平成22年度八丈町表彰式

パソコン講習会開催

ご協力・ご参加ありがとうございました　　八丈町防災訓練
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広報はちじょう 民生委員・児童委員が改選になりました　ほか　INFOMATION ●

◦◦民生委員・児童委員が改選になりました◦◦
　平成 22年 12月 1日から新しい委員を加え活動を開始します。民生委員・児童委員の定数は 30人でこのうち、28人は
担当地区を持ち、2人は「主任児童委員」として児童福祉に関する問題を専門に担当しています。
　民生・児童委員の仕事は、困っている方の問題解決をお手伝いすることが中心となっています。たとえば、お年寄りや身
体の不自由な方などに手当や各種サービスなどを紹介したり、担当区域内の児童・妊産婦、ひとり親家庭などのさまざまな
相談に応じています。秘密は守られますのでお気軽にご相談ください。
担当地区 氏名 電話番号

三
根

矢崎・川の平・川向 金　川　美枝子 2－ 2825
宮の平・与惣次・尾端 金　川　津屋子 2－ 0735
中道①・②・③ ※
桜平・桜平②・稲葉 田 代 典 夫 2－ 4022
荒島・明治橋・新田 持 丸 友 惠 2－ 0187
護神・孫兵衛 赤 松　　 都 2－ 1873
新道・丘里 冬 木 克 良 2－ 3962
富士見①・片瀬 佐 藤 純 子 2－ 0687
富士見② 葛 馬 忠 道 2－ 2701
赤金・洋望・中平・一心 芝 野 雅 一 2－ 3168
出廻・底土・東畑 三 島 憲 治 2－ 3494
神湊東・神湊西・三根永郷 小　栗　富美代 2－ 2705

大
賀
郷

東里①・②・③ 赤 間 明 美 2－ 1558
金土川①・②・③ 櫻 井 洋 子 2－ 3107
金土川④・屋和川 菊 池 清 子 2－ 3727
楊梅ヶ原①・②・③・下・向里 奥 山 妙 子 2－ 0498
大里①・②・③・寺山 菊 池　　 寛 2－ 2568
八戸 折 田 正 江 2－ 2011
千鳥①・②・③・④ 菊 池 清 泰 2－ 3733
西見①・② 沖 山 惠 子 2－ 0059
西見③・甚太・大賀郷永郷 沖 山 智 德 2－ 2583

樫
立

川城羅・尾崎・妻里・向里・伊郷名 田 村　　 功 7－ 0241
東六里・江能里・康政里・中平・峯ヶ郷 笹　本　久美代 7－ 0251

中
之
郷

上浦・尾越・藍ヶ江 沖　山　百合子 7－ 0708
粥倉・藍ヶ里 菊 池 和 子 7－ 0968
中里・向里・三原 川 上 清 福 7－ 0209

末
吉

宮裏・宮ヶ路・台ケ原 沖 山 綾 夫 8－ 0045
尾越・神子尾・洞輪沢・道ヶ沢 松 代 勝 子 8－ 0010

主任児 坂下地域 大 脇　　 進 2－ 5651
童委員 坂上地域 ※

※印の箇所は欠員となっています。当分の間、（中道①、②、③）は金川　津屋子さん主任児童委員（坂上地域担当）は大脇
　進さんが代理を務めます。

施設名 休業日
役 場・ 出 張 所 12月 29日（水）～ 1月 3日（月）
コミュニティセンター 12月 29日（水）～ 1月 3日（月）

町 立 八 丈 病 院 12月 29日（水）～ 1月 3日（月）
※救急患者は診療します

町 立 図 書 館 12月 28日（火）～ 1月 5日（水）
ご み 収 集 12月 31日（金）～ 1月 3日（月）
クリーンセンター 12月 31日（金）～ 1月 3日（月）
自動車解体処理場 12月 31日（金）～ 1月 3日（月）
中之郷埋立処分場 1月 1日（土）～ 1月 3日（月）

○し尿収集受付　12月18日（土）まで
　※年末は申し込みが増加します。
　　早めに申し込みください。
　■申し込み　八丈島衛生総合企画
　　　　　　　電話　2-0855
○臨時ごみ収集　1月4日（火）　全島
　　　　　　　　燃やせるごみ・有害ごみ
　※通常収集は5日から開始します。
○各温泉の営業　12月23日（木）～ 1月4日（火）
　　　　　　　　全館休まず営業します。

年末年始の業務案内
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広報はちじょう● INFOMATION　交通安全・ごみの減量化ポスター入選作品

　交通安全・ごみの減量化ポスターを各小学校の５．６年生および各中学校の生徒に募集しました。交通安全ポスタ
ーは、小学生 19 点、中学生 25 点、ごみの減量化ポスターは、小学生 47 点、中学生 55 点の合計 146 点が寄せら
れました。入選作品を啓発用ポスターとして、交通安全とごみの減量化の PR に努めていきます。たくさんのご応募
ありがとうございました。

○交通安全入選作品
　●小学生の部

○ごみの減量化ポスター入選作品
　●小学生の部

優秀　三根小５年　藤巻　弥夢

佳作　大賀郷小５年　和田　晋人

佳作　大賀郷小６年　菊池　寛子

佳作　三根小５年　菊池　彩音

佳作　大賀郷中２年　佐藤　範武

佳作　大賀郷小５年　奥山　美海

佳作　三原中１年　河野　美海優秀　富士中２年　淺沼　宝子

優秀　三原小６年　伊勢崎銀河

交通安全・ごみの減量化ポスター入選作品
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広報はちじょう 水道係からのお知らせ／農地利用状況調査について　ほか　INFOMATION ●

自衛官募集
【募集種目】　陸上自衛隊高等工科学校生徒　　　　【対象年齢】　15歳以上17歳未満（男子のみ）
【受付期間】　〈推薦採用試験〉　平成22年11月1日（月）～平成23年1月6日（木）
　　　　　　〈一般採用試験〉　平成22年11月1日（月）～平成23年1月7日（金）

【試験期日】　〈推薦採用試験〉　平成23年1月15日（土）～平成23年1月17日（月）までの指定する1日
　　　　　　〈一般採用試験〉　平成23年1月22日（土）
　　　　　　　※詳細は下記までお問い合わせください。
●問い合わせ　　防衛省自衛隊東京地方協力本部大田出張所
　　　　　　　　電話：03（3736）4271　　　　メール：recruit2-tokyo@pco.mod.go.jp
　　　　　　　　FAX：03（3733）6559　　　　HP：http://www.mod.go.jo/pco/tokyo/oota/

　●中学生の部

■問い合わせ　総務課　内線 211・215
優秀　大賀郷中１年　田村　彩海 佳作　大賀郷中２年　和田健太郎 佳作　大賀郷中２年　佐々木　舞

●水道工事店　年末年始の営業について
　12月 29日（水）～ 1月 4日（火）までの水道の修理・工事などは下記の工事店にご連絡ください。
　※営業時間は午前 8時～午後 5時
12 月
　29日（水）	 ㈲沖山設備	 電話　2－2605
　30日（木）	 ㈲秋田設備	 電話　7－0772
　31日（金）	 ㈱佐々木住設	 電話　7－0525
1 月
　1日（土）	 奥山工業㈱	 電話　2－0480
　2日（日）	 ㈱佐々木住設	 電話　7－0525
　3日（月）	 沖山産機㈱	 電話　2－1402
　4日（火）	 高橋建設㈲	 電話　2－1441

●水道料の納め忘れはありませんか	　毎月の水道料は期日内
に納めてください。なお、納付書を紛失された場合でも、
水道係または各出張所で支払うことができます。

●口座振替をご利用ください 　納付のたびに町役場や金融機
関に足を運ぶ必要はなく納め忘れもありません。七島信用
組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行で取り扱っています。

●水道異動届について	　転居の際や相続等で名義変更をされ
る際は、水道異動届が必要になります。印鑑を持参し、水
道係または各出張所へお越しください。

農地利用状況調査について
　平成 21年 12月 15日に改正農地法が施行され「農業委員会は毎年 1回、その区域にある農地の利用状況につ
いての調査を行わなければならない」ことが、農地法第 30条により規定されました。これにより、農業委員会で
は下記の期間中、農地へ赴き利用状況調査を実施していく予定です。農地を所有する方は、所有する農地に農業委
員が立ち入ることもございますので予めご了承ください。ご協力をお願いします。
■調 査 期 間　　平成 23年 1月 1日（土）～平成 23年 1月 31日（月）
■調査の内容　　現在、耕作されている農地か否か
■問い合わせ　　八丈町農業委員会事務局　　電話　04996-2-1121　内線　261

水道係からのお知らせ ■問い合わせ　企業課水道係　内線 315水道係からのお知らせ水道係からのお知らせ

農地利用状況調査について
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広報はちじょう● INFOMATION　国民年金

国民年金 ■ 住民課国保年金係 内線 236
■ 港年金事務所 電話 03-5401-3211
日本年金機構ホームページ　http://www.nenkin/go/jp/

年金の請求、お忘れではありませんか？
　次に該当される方は、お早めにご相談ください。
1　年金の加入期間が 25 年未満の方
①「合算対象期間」（カラ期間）はありませんか？
　昭和61年3月までの間でサラリーマンの配偶者であった期間、平成3年3月までの間で学生であった期間などのう
ち国民年金に任意加入していなかった期間がある場合は問い合わせください。年金の加入期間と合わせて25年以上あ
れば年金が受け取れます。

②「年金を受け取るために必要な期間（原則25年）」が短くなる特例に該当しませんか？
　生まれた年などにより、25年未満でも年金を受け取れる場合があります。例えば、昭和27年4月1日以前生まれ
の方は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間の合計が20年（240月）以上あれば年金を受け取ることができます。

2　年金の受け取り開始を66歳以降に繰り下げている方および厚生年金の加入期間のある65歳以上の方
①「70歳になれば、年金が自動的に支払われる」と思っていませんか？
　65歳から受け取ることができる「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」には、66歳から70歳になるまでの希望する
時期まで年金の受け取り開始を繰り下げると、繰り下げた期間に応じて年金額が増える仕組みがあります。ただし、そ
の後ご自身で請求手続きを行わなければ、70歳になっても年金は自動的には支払われません。70歳になるまでに年金
を受け取り始める時期を決めて請求手続きを行ってください。請求が70歳を過ぎると、不利益が生じる場合がありま
すのでご注意ください。

②「老齢厚生年金」または「老齢基礎年金」の請求をお忘れではありませんか？
　厚生年金期間があり、年金を受け取る資格を満たしている方は、65歳から「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の
2種類の年金を受け取ることができます。「老齢厚生年金だけ」または「老齢基礎年金だけ」を受け取っている方は、受
け取っていない年金の請求手続きを行う必要があります。片方の年金の受け取り開始を繰り下げている方は、70歳にな
るまでに年金の請求を行ってください。請求が70歳を過ぎると、不利益が生じる場合がありますのでご注意ください。

3 厚生年金の加入期間のある方で、「65 歳になってから年金を受け取ろう」と思っている方および 60
歳以上で、会社にお勤めの方
①「65歳前に年金を受け取り始めると、年金が減る」と思っていませんか？
　厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方に支払われる「特別支給の老齢厚生年金」については、
65歳になる前に請求しても年金額が減らされることはありません。請求が遅れると時効によって直近5年を超える部分
の年金が受け取れなくなる場合がありますので、速やかに請求手続きを行ってください。

②「在職中は年金を受け取ることができない」と思っていませんか？
　会社にお勤めの間の老齢厚生年金は、給与の額などに応じて支払額の調整が行われる場合がありますが、全額停止と
なる場合を除き、年金額の全部または一部を受け取ることができます。在職中の方も、年金を受け取る資格を満たして
いる場合は請求の手続きを行ってください。退職してから年金の請求手続きを行うと、在職中に支給されたはずの年金
を受け取ることができなくなることがありますので、ご注意ください。
　なお、「特別支給の老齢厚生年金」は、失業給付を申請中の方であっても、あらかじめ年金の請求手続きを行うことが
できます。（年金の請求は、失業給付の終了を待ってから行う必要はありません。）

◎「ねんきん定期便」をお届けしています
　日本年金機構では、21年度より、皆さんの保険料納付実績などを記載した「ねんきん定期便」を毎年誕生月に送付して
います。受け取った際には、加入記録・記載内容を十分に確認し、訂正がある場合は、同封の「年金加入記録回答票」に記
入して、返送してください。

水色の用紙の「年金加入記録回答票」が同封されている方は、「もれ」や「誤り」の有無にかかわらず回答していた
だく必要があります。同封の返信用封筒で返送をお願いします。

●ねんきんダイヤル :  電話 0570-05-1165（IP 電話・PHS からは　03-6700-1165）
●控除証明書専用ダイヤル：0570-070-117（IP 電話・PHS からは　03-6700-1130）
　【受付期間　平成 22 年 11 月 1 日（月）〜平成 23 年 3 月 15 日（火）】
受付時間　月曜日から金曜日：午前8時30分〜午後5時15分、第2土曜日：午前9時30分〜午後4時
※ただし月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後7時まで受付
※日曜、祝日、12月29日～ 1月3日はご利用いただけません

◆各種問い合わせ

重要
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広報はちじょう 国民年金／国保だより　ほか　INFOMATION ●

年金事務所職員を名乗る詐欺にご注意ください
　最近、年金事務所職員を装いご自宅を訪問し、「年金の手続きが終わっていない。ご本人に代わって手続きをするので手数
料を支払ってほしい。」などと言い、その場で現金を請求するような事例が報告されています。年金事務所の職員がご自宅を
訪問し、年金手続きの手数料を請求することはありません。年金事務所の職員を名乗った訪問や電話で不審な点がありました
ら、その場で対応することなく、年金事務所へ確認するなど十分にご注意ください。
　なお、年金事務所の職員が訪問する際は、身分証明書を携帯していますのでご確認ください。

国保だより ■ 問い合わせ　住民課国保年金係　内線 235

【高額医療・高額介護合算療養費制度】
　この制度は、世帯内の国民健康保険被保険者の方全員が、1年間（毎年 8月から 7月末）にお支払された医療
保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。先月、
該当者の方には 20年度分のお知らせ通知を発送しました。お知らせが届いた方でまだ申請をされていない方は、
住民課国保年金係で申請をしてください。
基準額　　○ 70 歳未満の場合

区分 上位所得者 一般 住民税非課税世帯
限度額 126万円 67万円 34万円

　　　　　○ 70 歳以上 75 歳未満の場合
区分 現役並み所得者※1 一般 低Ⅱ※2 低Ⅰ※3
限度額 67万円 56万円 31万円 19万円

※1　同一世帯に、住民税課税所得が 145万円以上の 70歳以上の国保被保険者がいる人
※2　同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人（低所得者Ⅰ以外の人）
※3　同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得

は控除額を 80万円として計算）を差し引いたときに 0円となる人
年収例：単身世帯で年金収入のみの場合 80万円以下

◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
※その他、国民健康保険証や制度について分からない事、疑問に思う事などご相談ください。

日 会　議　名 議　題　等
１日 庁議 債権管理条例施行について
１日 八丈町教育委員会第一回臨時会 八丈町教育委員会教育委員長の選挙について　ほか
８日 課長会議 来年度機構にかかわる各課の懸案事項について
12日 八丈町教育委員会第七回定例会 公民館長の任命について　ほか
21日 課長会議 浄化槽市町村整備推進事業について
22日 第二回八丈町青少年委員会 島嶼青少年協議会について　ほか
25日 第三回八丈町議会臨時会 議長選挙ほか
26日 八丈町農業委員会第七回総会 会議録署名委員の指名　会長活動報告ほか

10月の主な会議平成22年10月の主な会議

27 日〜 31 日
●ANA822便で上京
●日医大訪問

●パブリックロードレースＰＲ・要望活動
●黄八丈振興企画による東京都庁訪問
●ANA823便で帰島

ねんきん定期便に関する問い合わせ
●ねんきん定期便専用ダイヤル：10570-058-555（IP 電話・PHS からは　03-6700-1144）
　受付時間：月曜日から金曜日　午前９時〜午後８時、第２土曜日　午前９時〜午後５時
※	日曜、祝日および12月29日～ 1月3日はご利用いただけません。また、「ねんきん特別便」に関する問い合わせも、この番号で引
き続き受け付けています。

町 長 上 京 日 記
10　月

町 長 上 京 日 記
10　月
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広報はちじょう● INFOMATION　税のお知らせ／環境だより

環境だより ■問い合わせ　住民課環境係
　内線 233・234

税のお知らせ ■問い合わせ　税務課税務係　内線 221

◆発泡スチロールのリサイクル事業
　9月より発泡スチロールのリサイクル事業を、試験的に実施中です。
現在、八丈町クリーンセンターに持ち込まれた発泡スチロールのみ
を減容しています。処理量は、9月は 210㎏、10月は 218㎏でした。
　発泡スチロールの箱等のほか、右記のマークが付いているトレー
もリサイクルできます。

◆ヤンバルトサカヤスデ対策
　本格的なヤスデの移動が始まります。家屋侵入防止対策用として薬剤（コイレット）を来年3月まで配付しますが、
自然環境を考慮し乱用防止のため、1世帯あたり 1ヶ月に 1袋（3㎏入り）とし、5ヶ月分（5袋）まで引換券を、
6袋目からは半額の助成券をお渡しします。しかし、薬剤のみに頼ることはせず、まずは家屋の周りの落ち葉など
を取り除き、水はけ・日当たりを良くする（ヤスデは直射日光が苦手）などの環境づくりや家屋の基礎（コンクリー
トなど）に表面のツルツルした素材のテープを張るなど試みてください。大賀郷地域にお住まいの方は　住民課環
境係、他の地域にお住まいの方は各出張所で引換券または助成券をお受け取りください。町では、薬剤の配付のほ
かにヤスデの発生調査（現場確認や薬剤の配付状況など）や集中・大量発生箇所の駆除を行っています。

◆八丈町クリーンセンターへは
　八丈町クリーンセンターへ持ち込みする際は、農林合同庁舎案内看板からの道路が狭いため、都道 216号倉の坂・
空港線（空港前の通り）「富士登山道入口」交差点から大賀郷寄りの「クリーンセンター入口」の看板よりお入り
ください。

管理型最終処分場シリーズ

ワンポイ
ント

●第24回　八丈町クリーンセンターの燃えるごみの取扱量●
　今回は、工事の内容ではなく、燃えるごみの減量についてお知らせします。昨年4月からダンボール・新聞紙・雑
誌・雑紙の資源ごみ収集を開始し、一年半以上が経過しました。八丈町クリーンセンターで取り扱った燃えるごみ
の量（4～ 10月）は、昨年は2,029トン、今年は1,912トンで昨年に比べ117トンも燃えるごみが減りました。今後
も、皆さんにご協力いただき、八丈町クリーンセンターや大島一般廃棄物管理型最終処分場の延命のため、燃える
ごみの減量を進めましょう。

今月の納期限および口座振替
　27 日（月） 固定資産税　　　３期
 国民健康保険税　６期

償却資産の申告
　償却資産を所有している方は、平成23年１月１日現在の所有状況を平成23年１月31日（月）までに申告して
ください。
償却資産とは…
　土地、家屋以外の固定資産で、農業者・漁業者・会社や個
人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために
用いる機械・器具・備品などの事業用資産のうち、法人税ま
たは所得税の申告において減価償却の対象となる右記のよう
な資産です。
※自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産
の範囲から除かれます。

減価償却の対象となる資産
①構築物（ビニールハウスなど）
②機械および装置（ポンプ・動力配線設備など）
③船舶
④車両および運搬具（大型特殊自動車など）
⑤工具・器具および備品
（いす・机・測定工具・ロッカー・パソコンなど）

納期限を過ぎた町税が未納になっていませんか。
町税はあなたの暮らしを支える大切な財源です。
必ず期日までに納めましょう。
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広報はちじょう 合併処理浄化槽の普及促進に向けて　ほか　INFOMATION ●

合併処理浄化槽の普及促進に向けて
〜住みよい暮らしと島の環境を守るために〜

■問い合わせ
企画財政課浄化槽推進係

内線 307

合併処理浄化槽の普及促進に向けて合併処理浄化槽の普及促進に向けて合併処理浄化槽の普及促進に向けて
～住みよい暮らしと島の環境を守るために～〜～住みよい暮らしと島の環境を守るために～〜住みよい暮らしと島の環境を守るために～住みよい暮らしと島の環境を守るために～住みよい暮らしと島の環境を守るために〜～住みよい暮らしと島の環境を守るために～〜

　先月号の広報に掲載しました、浄化槽整備事業に関するアンケート調査により寄せられた主な質問について回答し
ます。なお、下記以外に質問がありました回答については、八丈町ホームページ（http://www.town.hachijo.tokyo.
jp/）に掲載していますのでご覧ください。

親医療証　現況届けのお知らせ
　現在、ひとり親家庭等医療証をお持ちの方は12月31日で有効期限が切れます。引き続き、交付を希望される方は
現況届けを提出してください。所得等を確認のうえ、該当する場合は新しい医療証を交付します。なお、現況届けの提
出が遅い場合、年内の交付ができませんのでお早めにご提出ください。また、対象世帯で医療証をお持ちでない方で
も、申請により該当する場合は交付します。
○助成対象　母子、父子家庭の母または父（事実婚の状態にある場合は対象外）、両親がいない児童を養育している養

育者および、18歳に達した年度末までの児童（障害がある場合は20歳未満）
○助成範囲　医療費の自己負担分を公費で助成します。（保険診療分のみ。助成割合は申請者の所得・課税状況により

異なります）
■現況届受付期間　平成22年12月1日（水）～平成22年12月15日（水）
■受　付　場　所　　住民課厚生係および各出張所
■持参するもの
　①印鑑（認印）
　②健康保険証（対象となる方全員分）
　③戸籍謄本・世帯全員の住民票の写し（新規申請の場合のみ）
　④平成21年分の所得を証明できる書類

※公簿で確認できる場合は省略可。平成22年1月2日以降に八丈町へ転入された方は前住地の区市町村にて所
得が明記された課税（非課税）証明書を取得してください。

　⑤児童扶養手当証書（受給者のみ）
　　※児童扶養手当受給者の方は③は省略できます

■問い合わせ　住民課厚生係　内線232

質問１  浄化槽の使用料が決まっていないと判断できないのですがいくら位かかるのですか？
回答１ 	 金額は決まっていませんが、浄化槽を維持管理するための費用等（保守点検費・法定検査費・清掃費など）が

使用料としての算出基礎となる計画をしています。
質問２  本当に海や地下水が汚染されているのですか？水質調査はきちんとやったのですか?
回答２ 	 海水浴場や源水の水質調査が実施され、いまのところ調査結果では海水や水源が汚染されているような結

果は出ていませんが、台所や洗濯などの排水（生活雑排水）が適正処理されないで、そのまま地下浸透され
たり、側溝を通じて海に放流されている場合があるため、公共用水域の水質汚濁を防止するために、し尿と
雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽の整備を進めていきます。

質問３  点検の回数を減らしたり、町の業者が点検をすれば負担が減ると思いますができませんか?
回答３ 	 保守点検及び法定検査等の点検回数、また、点検実施機関等につきましては、浄化槽法という法律に定めら

れ、実施されています。
質問４  本当に町で維持管理できるのですか?
回答４ 	 浄化槽市町村整備推進事業を実施するため、町が設置主体となって浄化槽を整備し、保守点検や法定検査、

清掃等の維持管理についても町で実施することが事業の実施要件となっています。なお、この事業を全国
の209の市町村で実施しています。（平成21年12月末現在）

質問５  何故、今浄化槽を設置しなければならないのですか?
回答５ 	 昭和63年度から浄化槽設置整備事業により補助金を交付し、合併処理浄化槽の普及促進に取り組んでい

ますが、個人の費用負担が大きいため、汲取り便槽および単独浄化槽からの転換設置による合併処理浄化
槽の普及は促進されませんでした。全国の汚水処理人口普及率は85.7％（平成21年度末現在）となってお
り、八丈町では28.6％で３割に満たないため、今後、浄化槽市町村整備推進事業を導入し、個人の費用負担
を少なくし、生活排水処理対策として合併処理浄化槽の普及率の向上を目指します。
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広報はちじょう● INFOMATION　母子保健　ほか

定期予防接種のお知らせ定期予防接種のお知らせ

子ども家庭支援センターからのお知らせ子ども家庭支援センターからのお知らせ

問い合わせ・申し込み 

▲  

健康課保健係 1 2-5570母子保健

DPT三種混合集団接種（Ⅰ期）	 予約制予防接種
■日時：12月16日（木）　午後3時～3時30分	 ■日時：12月8日（水）・22日（水）　午後2時30分～3時

※都合により町の集団接種（BCG・ポリオを除く）を受けられない方は、予約制で接種を受けましょう。受付締
切は接種希望日の1週間前です。

■場所：町立八丈病院小児科　■予約受付・問い合わせ：　健康課保健係　☎	2–5570

●就学前のお子様の身体測定　13日（月）～ 17日（金）
　※水曜日は催し時間以外になります　　　※母子健康手帳を持参してください

開館日　平日　午前 9 時～午後 5 時　　土・日・祝日・12 月 29 日～ 1 月 3 日はお休みです

 ■問い合わせ		子ども家庭支援センター		☎	2-4300 ／ 2-2788

●	親子で楽しめる催しを企画しています。ぜひお越しください！
　12月	1日（水）	 製作・リース作り
	 8日（水）	 製作・サンタさん作り
	 15日（水）	 製作・クリスマス帽子作り
	 22日（水）	 サンタと遊ぼう

●そのほかの催し
　12月	7日（火）	 絵本＆紙芝居	 午前10時30分～
	 10日（金）	 おりがみ遊び	 午前10時30分～
	 20日（月）	 ほのぼの健康相談	 午前10時～11時30分

●交流ひろばの催し●　毎週水曜日　午前 10時 20分～

3 〜 4か月乳児・産婦健康診査	 12月21日（火）　午後1時15分〜 1時45分受付
○対象　平成22年7月20日～平成22年9月21日生まれの乳児とその産婦

1歳6か月児健康診査	 12月14日（火）　午後1時15分〜１時45分受付
○対象　平成21年4月6日～平成21年6月14日生まれの幼児

1歳児歯科健康診査	 12月22日（水）　午前9時15分〜 10時受付
○対象　平成21年9月30日～平成21年12月22日生まれの幼児

今月の健康診査　会場：保健福祉センター　※健診の対象者には個別通知します

12月14日（火）　午前9時〜午後4時　○対象　１歳６か月以上の未就学児
　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど心配なことがありましたら、専門の心理相談
員が相談に応じます。

12月13日（月）　午前9時30分〜 11時30分
日頃の子育ての疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士が相談に応じます。母子健康手帳をご持参ください。

すくすく相談（要電話予約）　　会場：保健福祉センター　

こども心理相談（要電話予約）　会場：保健福祉センター　

町立保育園　代替職員登録受付	 ■問い合わせ・申し込み　住民課厚生係 内線 231

　登録した方の中から、臨時でお願いすることになります。
■職　　種　　臨時保育士　および　臨時調理員
■必要書類　　履歴書（町指定の様式）
　履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、住民課厚生係で受け取っ
てください。
　※保育士、または調理師の資格をお持ちの方は、必ず資格証をお持ちください。
　　　八丈町ホームページアドレス　http://www.town.hachijo.tokyo.jp
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広報はちじょう

教育委員会だより
教育委員会だより／図書館からのお知らせ　ほか　INFOMATION ●

問い合わせ 

▲  

教育課庶務係1 2－0797

・持久走大会	 3日（金）	 大賀郷小学校	 ・意見発表会	 19日（日）　三原中学校
・マラソン記録会	 9日（木）	 末吉小学校	 ・終業式	 24日（金）　全小・中学校
・持久走大会	 10日（金）	 三原小学校						 ・冬季休業日	 26日（日）～1月7日（金）	全小・中学校

図書館からのお知らせ
●特別整理後、変わったこと
　先月号では蔵書検索機（ＯＰＡＣ）が設置されたこと、図書の置き場所を変更したことの二点をお伝えしましたが、もう
一つ、大きく変化したことがあります。すでに来館された方はご存じだと思いますが、貸出時にお渡しするレシートが変わ
りました。今までは返却日だけが書かれたレシートをお渡ししていましたが、システム変更後は返却日だけではなく「タイ
トル」まで表示されます。レシートを見れば、何をいつ借りたか、いつまでに返さなければいけないのかが一目瞭然です。
一番下には図書館休館日も書かれており、今までよりも多くのことをお伝えできるようになりました。このレシートを手元
に置いておけば、自分が何を借りたかもすぐに分かります。新しくなった図書館に、ぜひ足をお運びください！
●今月のおはなし会　11日（土）午前10時～ 11時　　こどものほんのへや
●休 館 日　毎週月曜日・23日（木・天皇誕生日）・年末年始（28日～ 1月5日）
●開館時間　午前9時30分～午後5時
●新着図書　＊詳しくは八丈町ホームページをご覧ください。ほぼ毎週更新しています＊
『橘花抄』葉室	麟著　　　　　　　　　　『山手線と東海道新幹線では、どちらが儲かっているのか』中嶋茂夫著
『タネの大図鑑』サカタのタネ監修	　　　『十二支のしりとりえほん』高畠	純作
●問い合わせ　教育課生涯学習係　12-0797

◆ 八 丈 町 教 育 相 談 室	 1（2）0591
	 毎週火・金曜日：午前8時30分～午後5時

◆東京都児童相談センター	 103（3202）4152（よいこに）
	 月曜日～金曜日：午前9時～午後８時30分　土・日・祝日：午前9時～午後5時

◆東京都教育相談センター 103（5800）8008
	 月曜日～金曜日：午前9時～午後9時　土・日・祝日：午前9時～午後5時

今月の学校行事

　教育委員会では「島ことば」を知り伝える取り組みを、今までの「八丈方言講座」で皆さんから寄せられたアイデアをもとに
進めています。今回は、学校教育に関係した取り組みを紹介します。さまざまな活動をすることによって、ますます町の子ども
たちが「島ことば」に興味をもてるような取り組みを進めていきます。
1「今週の島ことば」の配布
　各小中学校に、「今週の島ことば」という印刷物を配り、いつでも児童・生徒・教職員が身近に「島ことば」に触れられる
ように掲示してもらっています。学校に来校の際には、ご覧ください。ちなみに、NO1「ちょんこめ」、NO2「おやこ」です。
毎週１回月曜日に配布しますので、１年の間に児童・生徒が多くの「島ことば」に触れることができます。

2「八丈方言カルタ」の作成
　島ことばに親しむには、子どものうちから耳にし、ゲーム感覚で覚えていくことが良いという意見をいただき「八丈方言カ
ルタ」を作り、カルタ会などを開き遊ぶ中で、島ことばを覚えていこうと考えました。現在、原版となる絵の作成と読み札を
作成中です。

3  島ことばによる劇づくり
　今年度文部科学省の認可を受けた「児童生徒のコミュニケーション能力に資する芸術表現体験事業」の中で、プロの劇団の
方の指導を受けながら、島ことばによる劇づくりを進めています。今年の体験事業は、三根小学校と末吉小学校が学芸会に島
ことばを取り入れた脚本で劇に挑戦し、実際に声に出して表現する体験をします。

平成23年成人祝賀式のご案内
　平成23年八丈町成人祝賀式を次のとおり行います。
■日時　平成23年1月5日（水）		午前10時30分～		
■場所　三根小学校体育館

　今回成人を迎える方（平成2年4月2日～平成3年4月1日生
まれ）で、案内状が届いていない方は、12月13日（月）まで
にご連絡ください。

■問い合わせ　教育課生涯学習係　電話　2‐0797

　教育委員会では「島ことば」を知り伝える取り組みを、今までの「八丈方言講座」で皆さんから寄せられたアイデアをもとに

「島ことば」のすすめ・あれこれ
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● INFOMATION　第 6 回八丈島芸能文化交流会ワークショップ・懇親会参加者募集　ほか

　今年も八丈島芸能文化交流会が2日間にわたって開催されます。島外からゲストを招き、八丈島の芸能文化（民謡や太鼓
など）との交流を図ります。ただ今、ワークショップ・懇親会の参加者を募集しています。ぜひご参加ください！

○日　　時　12月5日（日）　　
　開　　場　午前9時30分
　開演時間　午前10時～午後2時
○場　　所　三根小学校体育館

第6回八丈島芸能文化交流会 ワークショップ・懇親会参加者募集!第6回八丈島芸能文化交流会 ワークショップ・懇親会参加者募集!

第14回八丈島高齢者演芸大会第14回八丈島高齢者演芸大会

●内　容　ワークショップ
・八丈太鼓　　　　　	 バラエティ豊かな八丈太鼓の実技など
・八丈島の民謡と踊り	 樫立踊りを中心とした、民謡と踊り
・黄八丈着物体験　　	 黄八丈の着物を着て記念撮影など
・太鼓のバチ切り　	 太鼓のバチの材料を山から切り出します
　　　　　　　　　	 　※バチ切りは 20日（日）午前中に行います。

交流ステージ　2 月 20日（日）午後 1時～ 3時 30分
　　　　　　三根小学校　体育館
出　　演　　	鬼柳鬼剣舞（岩手県）　加賀太鼓（石川県）
（予　定）　　樫立踊り保存会・八丈島民謡保存会

（八丈太鼓愛好会、よされ会、八丈太鼓月曜会、樫立太鼓会、
加茂川会、島っ子会）

■問い合わせ　産業観光課観光商工係　内線 267・268

●日　時
　平成23年2月19日（土）　
　・ワークショップ　午前9時～　
　・懇　親　会　　　午後6時30分～
●場　所　大賀郷公民館

●申込方法　観光協会窓口・八丈島総合ポータルサイトで
申込用紙を入手し、記入して、観光協会、産業
観光課観光商工係までお持ちください。

●申込締切　平成23年1月21日（金）

懇親会
島料理や島酒でワークショップに参加された
方々と交流をはかります。

　今年度は、島外からのゲストとして「二代目　松原操さん」を招待し、演芸大
会終了後に歌謡ショーを行う予定です。
■問い合わせ
　八丈島老人クラブ連合会事務局（八丈町社会福祉協議会）　電話　2-2609

苗木配布のお知らせ
　坂上地域で実施している花いっぱい運動をより普及させるため、坂下地域を対象に、さつき・くるめつつじ・じ
んちょうげ・アベリア・ブルーベリーの苗木を希望する地区に配布します。
※申し込みは自治振興委員が取りまとめて、地区単位で12月10日（金）までに産業観光課産業係へ申し込みくだ
さい。個人での申し込みは受け付けません。	数量に限りがありますので、申し込み多数の場合は、数量調整さ
せていただきます。

苗木配布のお知らせ

ロべレニー種子無料配布のお知らせ
　花き園芸の振興のため、農家1軒あたり約2リットルのロべレニー種子を無料配布します。ご希望の農家の方は、
12月7日（火）までに申し込みください。
◆配布日時　12月 10日（金）
◆配布場所　坂下地域：JA八丈島支店集荷場	 坂上地域：各出張所
◆申込窓口　坂下地域：産業観光課産業係	 坂上地域：各出張所

八丈島歴史民俗資料館展示ガイドのお知らせ
　八丈島歴史民俗資料館では、次のとおり展示資料の解説を行います。ぜひご来館ください。
□日　　　時　平成 22年 12月 29日（水）～平成 23年 1月 3日（月）　　午前 10時 30分から 1時間程度
□問い合わせ　八丈町教育委員会　生涯学習係　電話　2－ 0797
　　　　　　　八丈島歴史民俗資料館　　　　　電話　2－ 3105

■問い合わせ　産業観光課産業係　内線 261・262

■問い合わせ　産業観光課産業係　内線 261・262
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観光おじゃれ 11 万人／ 12 月の航路ダイヤ　INFOMATION ●

観光 おじゃれ 11 万人 ■ 問い合わせ　産業観光課観光商工係　内線 267･268

　　　 12 月 	 24時間チャレンジ八丈太鼓（えこ・あぐりまーと）………４日（土）〜 5日（日）
… … 橫嶺山満願寺薬師堂…例大祭（大賀郷地域）………………………………… 12日（日）
… … 三島神社例祭・庁まつり　末吉地域… ………………… 24日（金）、25日（土）
　　　 1 月 	 八丈島パブリックロードレース（富士野球場）…… …………………… ９日（日）
… … 八丈島文化フェスティバル（八丈高校視聴覚ホール）…… …………… 16日（日）
… … ヘルシーフェスタ〈アロエ＆あしたば〉in八丈島（えこ・あぐりまーと）
… … …… …………………………………………………… 22日（土）〜２月６日（日）

主
な
行
事
予
定

来島者数・観光客数推計
空　　路 海　　路 合　　計 観光客（推計）

前年比
22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度 22 年度 21 年度

4 月 6,583 6,593 782 626 7,365 7,219 5,092 4,991 2.0%

5 月 7,972 8,314 1,589 1,712 9,561 10,026 9,130 9,574 ▲ 4.6%

６月 5,312 5,610 1,275 961 6,587 6,571 4,979 4,967 		0.2%

7 月 9,139 9,179 2,124 2,947 11,263 12,126 8,651 9,218 ▲ 6.2%

８月 14,330 13,120 3,959 4,805 18,289 17,925 15,399 15,093 		2.0%

９月 8,566 8,782 1,516 1,372 10,082 10,154 8,403 8,463 ▲ 0.7%

10 月 　　6,880 7,220 997 731 7,877 7,951 5,203 5,252 ▲ 0.9%

計 58,782 58,818 12,242 13,154 71,024 71,972 56,857 57,558 ▲ 1.2%

ロベまつり 12月18日 ●●土●
場所：えこ・あぐりまーと

● 

12
月
の
航
路
ダ
イ
ヤ 

●

【東海汽船】　電話　2–1211
三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島

「かめりあ丸」 ･ 「さるびあ丸」
〈東京竹芝発　22:20〉　		〈八丈島発　9:50〉

【ANA】　TEL 0570-029-222 普通運賃 往復割引
（片　道）

便　名 羽田発 八丈島着 機　種 便　名 八丈島発 羽田着 機　種 12月9日まで
821 7:35 8:30 B735 822 9:00 9:55 B735 羽田＝八丈島 19,800円 12,700円
823 11:25 12:20 B735 826 14:20 15:15 B735 12月10日以降
829 15:55 16:50 A320 830 17:20 18:15 A320 羽田＝八丈島 20,900円 12,700円

【東京愛らんどシャトル】空席状況アドレス（東邦航空ホームページ）
http://www.tohoair.co.jp/business/dummyindex2.htm
…詳しくはF	・東邦航空予約センター　電話 2–5222
 ・問い合わせ 　 　　　　 電話 2–5200

観光客の皆さんには

　 観葉植物の小鉢をプレゼント

■プログラム 午後1時〜 4時 家庭菜園・ハーブ教室
  　（先着15人に野菜の苗プレゼント）
  ミニ門松・ミニツリー作り教室（参加費200円）
  花遊び教室（お正月の小物など　参加費500円）
 午後2時頃 ひょんはー（餅つき）体験
■ 問い合わせ	 えこ・あぐりまーと　	電話　04996-7-1808

ロベまつりロベまつりロベまつりロベまつりロベまつりロベまつりロベまつりロベまつりロベまつり
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● INFOMATION　平成 23 年度町立保育園入園児募集

平成23年度町立保育園　入園児募集平平平平平平平成成成成成成成222222223333333年年年年年年年度度度度度度度度度度度町町町町町町町立立立立立立立立立立立保保保保保保保保保

● INFOMATION　平成 23 年度町立保育園入園児募集

※一時保育とは、育児をしている方が、冠婚葬祭や病院への通院等、何らかの理由で子どもを預ける事情がある場合に、実
施する保育です。
●	利用時間は午前9時～午後5時までです。平日のみのご利用で、土・日・祝日は実施しません。
●	1歳6カ月～義務教育就学前までのお子さんが対象となります。
●	1人のお子さんにつき1日4時間、1週間に3回、1月に8回が限度となります。
　	（子ども家庭支援センターの一時預かりと併用が可能です）
●	利用料はお子さん1人につき1時間350円（一時預かりと同額）です。
●		一時保育は登録制です。予約は原則として、1カ月前から2日前の間にあおぞら保育園へお申し込みください。
　	詳しくは「平成23年度保育園のしおり」をご覧ください。
☆継続保育	 現在入園中で、引き続き入園を希望する場合は、入園中の園にて継続保育の申し込みをしてください。
	 	 （12月中旬より各園で受け付けを開始します。）
☆新入園	 新規で入園を希望する場合および兄弟姉妹で新規申し込みをする児童がいる場合は、次のとおりです。

○受付日時・場所
●樫立・中之郷・末吉地域	 1月12日（水）午前9時～ 11時	 中之郷公民館集会室
●三根・大賀郷地域	 1月13日（木）午前9時～午後2時	 町役場（産業観光課下会議室）
　※あらかじめ必要な書類を住民課厚生係または各出張所にてお受け取りください。
　※前記日程で都合のつかない方は、1月14日（金）までに住民課厚生係へ提出してください。

○入園資格
●3歳以上クラス	 平成17年4月2日～平成20年4月1日までに生まれた児童
●3歳未満クラス	 2歳児（平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれ）および
	 1歳半児（平成21年4月2日～平成21年9月30日生まれ）の児童
　※	全園、開園時刻は午前7時30分、閉園時刻は午後6時30分です。あおぞら保育園では坂下地域と同様に特例保
育（早朝・残留保育）を実施します。

　※	いずれの場合も、日中保育に欠ける状況（保護者のいずれも家庭外労働、家庭内労働、内職、病人介護・看護、出産、
その他特別な理由等）にある児童が優先されます。

　※	3歳未満クラスの保育の受け入れについては保育に欠ける理由が保護者の出産の場合、出産の予定月およびその
前１ヶ月・後１ヶ月の計３ヶ月間となり、理由が求職の場合は２ヶ月の範囲内で審査・決定します。

　※入園基準に沿わない場合は入園を承諾しないことがあります。
　※保育の実施が決定された児童でも、入園できる基準に該当しなくなった場合は保育の実施を解除します。
　※申し込み状況および選考により希望に添えない場合があります。
ご不明な点は住民課厚生係までお問い合わせください。

■問い合わせ　　住民課厚生係　内線232

平成23年度町立保育園入園申し込みを次のとおり受け付けます。

保育園名 住所 学年別保育　（予定定員） 新事業
1歳６ヶ月 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 ※一時保育 こどもひろば

むつみ保育園 三根1763 3 6 20 30 30 89 × ×
むつみ第二保育園 三根505-1 3 12 20 30 30 95 × ×
若草保育園 大賀郷71 6 6 20 30 30 92 × ×
あおぞら保育園 中之郷2612-1 3 6 20 30 30 89 ○ ○
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くらしの総合相談開催　ほか　INFOMATION ●

15

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  東京法務局　特設登記所開設 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

　東京法務局では、登記官を派遣した特設登記所を開設し、会社の役員変更などの登記申請に関する相談や、不動産、会社に関
する一般的な登記相談、および登記申請、各種証明請求書の受け付けを行います。

●日　　時　	 12月13日（月）午後1時～ 4時
	 12月14日（火）午前9時～正午、午後1時～ 4時
	 12月15日（水）午前9時～正午

●場　　所　	 八丈町役場建設課2階

問い合わせ■ 東京法務局不動産登記部門 03-5213-1329（不動産）
 法人登記部門 03-5213-1333（商業・法人）

※登記相談の受け付けは、終了時間の30分前までです。

く　ら　し　の　総　合　相　談　開　催
12月18日（土）　午前10時30分〜午後5時　　　大賀郷公民館2階

　弁護士・司法書士・税理士など法律関係者のボランティアＮＰＯ法人司法過疎サポートネットワークの主催により、
くらしの法律税金相談が開催されます。法律の専門家が無料で相談に応じますので、この機会を利用してください。

無料相談（法律・税金など）　
「相続問題で、親戚とトラブルになってしまって…」
「子どもに財産を譲ろうと思っているのだけど…」
「確定申告のことで気になることがあって…」
　このような相談に、弁護士・司法書士・税理士などが
応じます。
※当日は相談に必要な資料などをご持参ください。

■実施機関　
　NPO法人司法過疎サポートネットワーク
　電話	03-5919-3530　（担当：小海）
※事前予約も受け付けていますが、予約なしでも相談
できます。また、ご自宅などでも相談できます。

■問い合わせ　
　企画財政課企画情報係　内線301

　医師法等の各法では、医療行政の基礎資料を得ることを目的とした調査を2年に1度実施し、この調査の届け出に
よって医療従事者の分布状況や就業の実態を把握しています。本年はその調査の実施年にあたります。性別、生年月日、
登録年月日のほか、12月31日現在の住所、業務状況等の項目について調査します。届け出用紙は東京都島しょ保健所
八丈出張所で配布していますので提出期限までに提出してください。
○提出期限　平成23年1月17日（月）　　○提出場所　東京都島しょ保健所八丈出張所

■問い合わせ　　東京都島しょ保健所八丈出張所　電話 2-1291

平成22年度医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・
看護師・准看護師・歯科衛生士及び歯科技工士届けについて

平成22年度医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・
看護師・准看護師・歯科衛生士及び歯科技工士届けについて

調理師業務従事者届け出の該当年です
　都内で調理業務に従事している調理師（調理師免許取得者）は、12月31日現在において現況の届け出が必要です。
届け出用紙は東京都島しょ保健所八丈出張所で配布していますので提出期限までに提出してください。
　○提出期限　平成23年1月15日（土）（当日消印有効）　　　○提出場所　東京都島しょ保健所八丈出張所

■問い合わせ　　東京都島しょ保健所八丈出張所　電話2-1291
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町 立
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
高齢者健康教室

10:00 〜 12:00

4

5
第14回八丈島
高齢者演芸大会
10:00 〜 14:00
三根小学校体育館

6
図書館休館日
コミュニティセンター休館日
高齢者健康教室

10:00 〜 12:00

7 8 9 10 11
図書館
おはなし会
10:00 〜 11:00

八丈町立図書館

12 13
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

すくすく相談
9:30 〜 11:30

14
1 歳 6 か月児健康診査

13:15 〜 13:45受付
こども心理相談

9:00 〜 16:00

15 16 17
高齢者健康教室

10:00 〜 12:00

18

19 20
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

21
3 〜 4か月乳児・
産婦健康診査

13:15 〜 13:45 受付

22
1歳児歯科健康診査

9:15 〜 10:00 受付

23
天皇誕生日
図書館休館日

24 25

26 27
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

28 29 30 31

保福

保福 保福

保福

保福

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日（受付時間 /8:00 〜 11:00）

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 12月13日（月）〜 17日（金） 9:00 〜
糖尿病教室 12月17日（金） 13:00 〜
※初めて町立八丈病院にかかる方は、午前8時30分からの受け付けとなります。
※ 12月 29日（水）～ 1月 3日（月）まで休診。救急患者は診療します。

休　　業　　日
ふれあいの湯 6日（月）、13日（月）、20日（月）
みはらしの湯 7日（火）、14日（火）、21日（火）
ザ・BООN 1日（水）、8日（水）、15日（水）、22日（水）

やすらぎの湯 2日（木）、9日（木）、16日（木）
※12月23日（木）～1月4日（火）まで、町営温泉は全館休まず営業します。
※みはらしの湯は1月1日（土）のみ午前5時30分から営業します。

12 月のゴミ分別回収
三 根 大 賀 郷 樫立・中之郷・末吉

燃…燃えるごみ　びん…空きびん　資源…資源ゴミ　古着…古着の回収　害…有害ゴミ　金属…金属ゴミ

日 月 火 水 木 金 土
1
資源
古着

2 3
燃・害

4

5 6
金属

7
燃・害

8
資源

9
びん

10
燃・害

11

12 13
金属

14
燃・害

15
資源

16 17
燃・害

18

19 20
金属

21
燃・害

22
資源

23 24
燃・害

25

26 27
金属

28
燃・害

29
資源

30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2

燃・害
3
金属

4

5 6
燃・害

7
資源
古着

8 9
燃・害

10
金属

11

12 13
燃・害

4
資源

15 16
燃・害
びん

17
金属

18

19 20
燃・害

21
資源

22 23
燃・害

24
金属

25

26 27
燃・害

28
資源

29 30
燃・害

31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 1

資源
古着

2
燃・害

3
金属

4

5 6
燃・害

7 8
資源

9
燃・害

10
金属

11

12 13
燃・害

14 15
資源

16
燃・害
びん

17
金属

18

19 20
燃・害

21 22
資源

23
燃・害

24
金属

25

26 27
燃・害

28 29
資源

30
燃・害

31

樫

末

三

年末年始のお休み
役 場・ 出 張 所 12 月 29 日（水）〜 1 月 3 日（月）
コミュニティセンター 12 月 29 日（水）〜 1 月 3 日（月）
町 立 八 丈 病 院 12 月 29 日（水）〜 1 月 3 日（月）
町 立 図 書 館 12 月 28 日（火）〜 1 月 5 日（水）
ご み 収 集 12 月 31 日（金）〜 1 月 3 日（月）
ク リ ー ン セ ン タ ー 12 月 31 日（金）〜 1 月 3 日（月）




